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2026 年５月 19 日 

愛三工業株式会社 



 

株式交換完全親会社の事前開示事項 

 

 

愛知県大府市共和町一丁目１番地の１ 

愛三工業株式会社 

代表取締役 中根 徹 
 

 

愛三工業株式会社（以下「当社」といいます。）は、2026 年３月 30 日に、テイケイ

気化器株式会社（住所：愛知県豊田市寿町五丁目 10 番地。以下「株式交換完全子会

社」といいます。）との間で株式交換契約書（以下「本株式交換契約」といいます。）

を締結し、2026 年７月１日を効力発生日として、本株式交換契約に基づき株式交換

（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決定いたしました。 

 

 本株式交換に関する会社法第794条第１項及び会社法施行規則第193条に定める事

前開示事項は、次の事前開示事項一覧のとおりであります。 

 



 

事前開示事項一覧 

 

 

１．株式交換契約の内容（会社法第794条第１項） 

 

 別紙１をご参照ください。 

 

２．株式交換対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第193条第１号） 

 

(1)対価の相当性 

 

①本株式交換に係る割当ての内容 

 

 
愛三工業株式会社 

（株式交換完全親会社） 

テイケイ気化器株式会社

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る 

割当比率 
１ 6.12 

本株式交換により 

交付する株式数 
普通株式 121,176 株（予定） 

（※１）株式の割当比率 

株式交換完全子会社の普通株式１株に対して、当社の普通株式

6.12 株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有する株式交

換完全子会社の株式については、本株式交換による株式の割当て

は行いません。なお、上記の本株式交換に係る割当比率（以下「本

株式交換比率」といいます。）は、算定の根拠となる諸条件に重

大な変更が生じた場合、両社協議の上、変更することがあります。 

（※２）本株式交換により交付する株式 

本株式交換に伴う当社株式の交付にあたっては、当社が保有す

る自己株式を充当する予定であり、新株の発行は行わない予定で

す。なお、株式交換完全子会社は、本株式交換により当社が株式

交換完全子会社の発行済株式（ただし、当社が有する株式交換完

全子会社の株式を除きます。）の全部を取得する時点の直前時（以

下「基準時」といいます。）において株式交換完全子会社が保有

する自己株式（本株式交換に関する会社法第 785 条第１項に基づ

く反対株主の株式買取請求に応じて取得する株式を含みます。）



の全部を、基準時をもって消却する予定です。本株式交換によっ

て交付する株式数は、株式交換完全子会社の自己株式の取得、消

却等の理由により、今後変動する可能性があります。 

（※３）１株に満たない端数の取扱い 

本株式交換に伴い、当社の普通株式１株に満たない端数の割当

交付を受けることとなる株式交換完全子会社の株主の皆様に対

しては、会社法第 234 条その他の関連法令の定めに従い、その端

数の合計数（その合計数に１に満たない端数がある場合は切り捨

てるものとします。）に相当する当社の株式を売却し、かかる売

却代金をその端数に応じて交付いたします。 

 

②本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠 

 

当社は、本株式交換に用いられる本株式交換比率の算定にあたり、公

平性・妥当性を確保するため、当社及び株式交換完全子会社から独立し

た第三者機関である名南 M&A 株式会社（以下「名南 M&A」といいます。）

を選定し、名南 M&A に対して当社及び株式交換完全子会社の株式交換比

率の算定を依頼しました。名南 M&A は、上場会社である当社の株式価値

については、当社株式が金融商品取引所に上場しており市場株価が存在

することから、客観性及び説明可能性の観点から最も適切であると判断

した市場株価法を用いて算定を行いました。 

市場株価法においては、客観性が高い一方で短期的な市場変動の影響

を受ける可能性があることから、当該影響を考慮し、2025 年 12 月 31 日

を算定基準日として、東京証券取引所プライム市場における算定基準日

の株価終値、算定基準日までの１か月間、３か月間及び６か月間におけ

る各期間の終値単純平均値を採用しております。これにより算定された

当社の普通株式の１株当たり株式価値は以下のとおりです。 

算定方法 算定結果 

市場株価法 1,983 円～2,235 円 

 

また、非上場会社である株式交換完全子会社の株式価値については、

株式交換完全子会社の事業内容、収益力及び将来の成長性等を適切に反

映させる観点から、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下

「DCF 法」といいます。）を主要な算定方法として採用しました。さら

に、評価の客観性及び妥当性を補完する観点から、株式交換完全子会社

と事業内容、規模及び収益性等が類似すると考えられる上場会社の市場



評価を参照するため、類似会社比較法（EV/EBIT 倍率・EV/EBITDA 倍率）

を補助的に用いて参考算定を行いました。これにより算定された株式交

換完全子会社の普通株式の１株当たり株式価値は以下のとおりです。な

お、DCF 法による算定は、株式交換完全子会社作成の 2026 年３月期(業

績見込み)から 2031 年３月期の事業計画を前提に行っておりますが、こ

の間に大幅な増減益を見込んでおりません。 

算定方法 算定結果 

DCF 法 12,312 円～13,340 円 

 

上記より当社の普通株式１株当たりの株式価値を１とした場合の株

式交換比率の算定結果は以下のとおりとなります。 

算定方法 株式交換比率の 

算定結果 当社 株式交換完全子会社 

市場株価法 DCF 法 5.51～6.73 

 

当社及び株式交換完全子会社は上記の株式交換比率の算定結果を参

考に、株式交換完全子会社の財務の状況、資産の状況、将来の事業活動

の見通し等の要因を総合的に勘案し、当事者間で慎重に交渉・協議を行

ったうえ、本株式交換比率が、両社の株主にとって不利益なものでなく、

妥当であるとの判断に至り合意しました。 

 

(2)資本金及び準備金 

 

当社は本株式交換にあたり、資本金、資本準備金及び利益準備金の額を

増加させないこととしており相当であると判断しております。 

 

３．新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第193条第２号） 

 

 株式交換完全子会社は新株予約権を発行していないため、該当事項はあり

ません。 

 

４．株式交換完全子会社についての事項 

 

(1)株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施

行規則第193条第３号イ） 

 



別紙２をご参照ください。 

 

(2)株式交換完全子会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする

臨時計算書類等の内容（会社法施行規則第193条第３号ロ） 

 

該当事項はありません。 

 

(3)株式交換完全子会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処

分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事

象の内容（会社法施行規則第193条第３号ハ） 

 

該当事項はありません。 

 

５．当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務

の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施

行規則第193条第４号イ） 

 

該当事項はありません。 

 

６．株式交換の効力発生日以後における株式交換完全親会社の債務の履行の見

込みに関する事項（会社法施行規則第193条第５号） 

 

会社法第799条第１項の規定により、本株式交換について異議を述べること

ができる債権者はいないため、該当事項はありません。 

 

７．株式交換契約備置開始日後株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に

掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項（会社法施行規則第193

条第６号） 

 

該当事項はありません。 

以上 



別紙１  

株式交換契約書 

 

愛三工業株式会社（以下「甲」という。）及びテイケイ気化器株式会社（以下「乙」という。）

は、2026 年 3 月 30 日（以下「本締結日」という。）付で、以下のとおり株式交換契約（以

下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1 条（株式交換） 

甲及び乙は、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社とする株式交換（以

下「本件株式交換」という。）を行い、甲は、乙の発行済株式の全部を取得する。 

 

第 2 条（甲及び乙の商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は、それぞれ次のとおりである。 

(1) 甲（株式交換完全親会社） 

商号：愛三工業株式会社 

住所：愛知県大府市共和町一丁目 1 番地の 1 

(2) 乙（株式交換完全子会社） 

商号：テイケイ気化器株式会社 

住所：愛知県豊田市寿町五丁目 10 番地 

 

第 3 条（株式交換に際して交付する株式の数及び割当数） 

1. 甲は、本件株式交換に際して、本件株式交換が効力を生ずる時点の直前時の乙の株主名

簿に記載又は記録された乙の株主（ただし、甲を除く。以下「本件割当対象株主」とい

う。）に対し、乙の株式に代わり、その保有する乙の株式の合計数に 6.12 を乗じた数の

甲の株式を交付する。 

2. 甲は、本件株式交換に際して、本件割当対象株主に対し、その保有する乙の株式 1 株に

つき、甲の株式 6.12 株の割合をもって割り当てる。 

3. 前二項の規定に従い、甲が本件割当対象株主に対して交付する甲の株式の数に 1 株に

満たない端数がある場合には、甲は、会社法第 234 条その他の関連法令の規定に従い

処理する。 

 

第 4 条（甲の資本金及び準備金） 

甲は、本件株式交換により、資本金の額及び準備金の額を増加しないものとする。 

 

第 5 条（効力発生日） 

本件株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2026 年 7 月 1



日とする。ただし、本件株式交換の手続の進行に応じ、必要があるときは、甲及び乙

で協議の上、書面により合意することで、これを変更することができる。 

 

第 6 条（承認決議） 

1. 甲は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定に基づき、本契約について同法第 795 条第 1

項に定める株主総会の承認を得ないで本件株式交換を行う。 

2. 乙は、効力発生日の前日までに、株主総会を開催し、当該株主総会において、本契約の

承認その他本件株式交換に必要な事項に関する決議を取得する。 

 

第 7 条（誓約事項） 

乙は、本契約に明示的に定められている事項及び甲が事前に書面で同意した事項を除

き、本締結日から効力発生日に至るまでの間において、本契約の締結前と実質的に同

様の態様によりかつ通常の業務の範囲内でのみ、善良な管理者の注意をもってその事

業を遂行するものとする。 

 

第 8 条（本件株式交換の条件の変更及び本契約の解除） 

本締結日から効力発生日に至るまでの間において、甲又は乙の財産若しくは経営状態

又は権利義務に重大な変動が生じた場合、本件株式交換の実行に重大な支障となる事

態が生じ又は明らかとなった場合その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、

甲及び乙は、協議し書面による合意の上、本件株式交換の条件その他本契約の内容を

変更し、又は本件株式交換を中止し若しくは本契約を解除することができる。 

 

第 9 条（本契約の効力） 

本契約は、①甲において、会社法第 796 条第 3 項の規定により本契約について甲の株

主総会による承認が必要となった場合、②乙において、本効力発生日の前日までに本

契約について乙の株主総会の承認が得られない場合、又は③前条に従い本件株式交換

が中止され、若しくは本契約が解除された場合には、その効力を失う。 

 

第 10 条（協議） 

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈について疑義が生じた場合には、甲及び乙

は、相互に誠意をもって協議し解決を図るものとする。 

 

（以下余白）  



以上、本契約の成立を証するため、本書 2 通又は電磁的記録を作成し、本書 2 通を作成す

る場合は甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有し、電磁的記録を作成する場合は甲乙各自電

子署名を行い、甲乙各自がその電磁的記録を保管する。なお、電磁的記録を作成する場合、

電子データである本契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しと

する。 

 

2026 年 3 月 30 日 

 

甲：  

愛知県大府市共和町一丁目 1 番地の 1 

愛三工業株式会社 

代表取締役副社長 中根 徹 

 

 

乙： 

 愛知県豊田市寿町五丁目 10 番地 

 テイケイ気化器株式会社 

 代表取締役社長 小澤 謙二 



別紙２ 

テイケイ気化器株式会社 

最終事業年度の末日における計算書類等 

 

  事 業 報 告  
2024 年 4 月  1 日 から 

2025 年 3 月３１日 まで 

 

株主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

当社第 88 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）の事業の概要につきまし

てご報告申しあげます。 

 

当期における経済環境は、雇用・所得環境が改善するなかで、緩やかな景気回復の動きが見ら

れましたが、中東地域をめぐる国際情勢不安を背景とするエネルギー価格の高騰や原材料価格の

高止まりに加え、物価上昇の継続や米国の通商政策における動向がわが国の景気を下押しする大

きな懸念材料となり、先行きは依然として不透明な状況で推移しました。 

 

このような中、当社におきましては、新たな請負製品として昨年度よりエアフィルターの 

生産を開始し、また新製品の汎用機用キャブレタの増産などにより、売上を確保してまいりまし

た。また、原材料や労務費などのコスト増に対しては、生産性向上や省人化による原価改善、 

適正な価格転嫁などに取り組み、利益の確保に努めてまいりました。 

 

この結果、当期の売上高につきましては、四輪車用製品は前期比 14.6％の増収、 

船外機用キャブレタは、前期比 1.5％の減収、汎用機用キャブレタは前期比 141.6％の増収と

なり、全体の売上高は 68 億 94 百万円と前期に比べ 23.4％の増収となりました。 

また、損益につきましては営業利益 102 百万円、経常利益は 138 百万円、 

当期純利益は 151 百万円となりました。 

剰余金の配当につきましては、業績および配当性向などを総合的に勘案して、 

年間の配当金を 1 株当たり 525 円にて提案をさせていただく予定であります。 

 

今後の見通しとしましては、世界経済は緩やかな回復傾向にはあるものの、米国の関税政策に

よる不確実性の高まりや、中東・ウクライナ情勢、中国経済の減速などにより依然として予断を

許さない不透明な状況が続くものと思われます。 

 

このような状況の中で、当社においてはお客様に喜んで使って頂けるものづくりを念頭に、 

持続的な成長と継続的な収益確保をすすめ、さらなる企業価値の向上にも努めてまいりたいと思

います。 

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援とご指導を賜りますようお願い申しあげます。                

   

 

以 上 



    

 貸 借 対 照 表  
  (２０２５年 ３月３１日現在) 

借   方 貸   方 

科   目 金 額 科   目 金 額 

        千円          千円 

  (資 産 の 部）    (負 債 の 部）  

  流  動  資  産 2,385,211   流  動  負 債 2,486,944 

     現   金   預   金 530,362      支   払    手   形 37,235 

     受  取  手  形 0      電 子 記 録 債 務  490,168 

     電 子 記 録 債 権 217,051      買      掛      金 867,100 

     売      掛     金 815,883      短  期  借  入  金 590,000 

     製             品 113,623 １ 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金  5,000 

     原      材     料 225,061      リ ー ス 債 務 38,344 

     仕      掛     品 162,472      未 払 法 人 税 等 ･ 未 払 消 費 税 等 147,666 

     貯      蔵     品 123,025      未 払 費 用 287,635 

     そ   の   他 119,010      役 員 賞 与 引 当 金 14,800 

     貸  倒 引  当  金 △4,786      製 品 保 証 引 当 金 6,400 

       そ   の   他 2,591 

  固  定  資  産 1,467,779 固 定 負 債 453,983 

   有 形 固 定 資 産 938,656      長 期 借 入 金 0 

     建             物 74,272      退 職 給 付 引 当 金 371,652 

     構 築 物 16,629      役員退職慰労引当金 7,852 

     機械装置及び運搬具 534,344      リ ー ス 債 務 74,477 

     車 両 運 搬 具 548       負  債  計 2,940,927 

     工 具 器 具 備 品  49,631 ( 純 資 産 の 部 )  

     土       地 594 株 主 資 本 827,913 

     リ ー ス 資 産             106,041     資  本  金 72,000 

     建 設 仮 勘 定 156,594     資  本  剰  余  金 189,440 

   無 形 固 定 資 産 29,219      資 本 準 備 金 189,440 

     借 地 権 4,029     利 益  剰  余  金 566,473 

   ソ フ ト ウ ェ ア 25,189      利 益 準 備 金 18,000 

   投資その他の資産 499,903      別 途 積 立 金 10,000 

     投 資 有 価 証 券 164,465      繰 越 利 益 剰 余 金 538,473 

     出 資 金 131,401 評価 ・ 換算差額等 84,151 

     繰 延 税 金 資 産 140,039  その他有価証券評価差額金 84,151 

     そ の 他 63,996       純 資 産  計 912,064 

合   計 3,852,991 合   計 3,852,991 
 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。 

 



損 益 計 算 書 
２０２４年 4 月 １日から 

２０２５年  3 月３１日まで 

 

科   目 金    額 

               千円          千円 

   売       上       高   6,894,104 

     営 業 費 用    

         売 上 原 価 6,367,407  

         販売費及び一般管理費 423,789 6,791,196 

営  業 利 益   102,907 

    

    営 業 外 収 益   

         受 取 利 息 配 当 金 28,214  

         その他の営業外収益 12,353 40,567 

    営 業 外 費 用   

        支    払    利    息 5,044  

         その他の営業外費用 368 5,413 

   経 常 利 益   138,061 

特 別 利 益   

特 別 損 失   

税 引 前 当 期 純 利 益   

   法人税、住民税及び事業税   

   法 人 税 等 調 整 額  △13,130 

  当 期 純 利 益  151,191 

 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。 

 

 

 

 

 

 



 株主資本等変動計算書  
２０２４年 ４月 １日から 

２０２５年 ３月３１日まで 

 （単位:千円） 

 

項目 

株 主 資 本 

 

資 本 金 

資本剰余金       利 益 剰 余 金  

資本準備金 
利 益 

準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金 

利益剰余金 

合   計 

2024 年 4 月 1 日残高 72,000 189,440 18,000 10,000 404,129 432,129 

当 期 変 動 額       

別途積立金の取崩し       

剰余金の配当     △16,848 △16,848 

当 期 純 利 益     151,191 151,191 

有価証券評価差額金       

当期変動額合計 0 0 0 0 134,343 134,343 

2025 年 3 月 31 日残高 72,000 189,440 18,000 10,000 538,473 566,473 

 

 

 

 

項目 

 

株主資本 

合 計 

評価・換算 

差 額 等 
 

純資産 

合 計 有 価 証 券 

評価差額金 

2024 年 4 月 1 日残高 693,569 58,183 751,752 

当 期 変 動 額    

 別途積立金の取崩し    

 剰余金の配当 △16,848  △16,848 

当 期 純 利 益 151,191  151,191 

有価証券評価差額金  25,967 25,967 

当期変動額合計 134,343 25,967 160,311 

2025 年 3 月 31 日残高 827,913 84,151 912,064 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。 



個 別 注 記 表 
２０２４年 ４月 １日から 

２０２５年 3 月３1 日まで 
 

Ⅰ.重要な会計方針に係る事項 
この計算書類は、日本公認会計士協会の「中小企業の会計に関する指針」によって作成 

しております。 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

ア. 時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理) 

イ. 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

製品・仕掛品・貯蔵品・原材料     総平均法による原価法 

 

2. 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 法人税法の規定による定率法を採用しております。 

ただし、２００８年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く。）並びに２０１６年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築

物については定額法を採用しております。 

無形固定資産 法人税法の規定による定額法を採用しております。 

リ ー ス 資 産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用してお

ります。 

 

3. 引当金の計上基準 

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規

定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘

案して計上しております。 

役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を繰入計上して

おります。 

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社規定に基づく期末要支給額を繰入

計上しております。 

役員退職慰労引当

金 

 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額

を繰入計上しております。 

製品保証引当金 一般クレーム 過去の実績より発生見込額を繰入計上しておりま

す。 

特別クレーム その支出額を将来に渡り見積り、引当金に計上し、 

実際に支出した額を取り崩しております。 

 

４. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 

  ①消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

 

 



②税効果会計の税率 

税法の改正に伴い、2026 年４月１日以降に解消が見込まれる一時差異等に係る 

繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を 30.0％から 31.0％に 

変更しております。 

 

 

Ⅱ.貸借対照表に関する注記 

1. 有形固定資産の減価償却累計額                  3,585,553 千円 

 
 
Ⅲ.損益計算書に関する注記 

1. 当期に計上した貸倒損失の額                          0 千円 

2. 当期に計上した特別利益の額                        0 千円 

 
 
Ⅳ.株主資本等変動計算書に関する注記 

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数             １４４､０００株 

2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項       該当事項はありません 

3. 期末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

① 決議                       2025 年 6 月 4 日 定時株主総会 

② 配当金の総額                            75,600 千円 

③  配当の原資                             利益剰余金 

④  1 株当たり配当額                             525 円 

⑤  基準日                                                 2025 年 3 月 31 日 

⑥  効力発生日                                              2025 年 6 月 5 日 

 

 

Ⅴ.重要な後発事象に関する注記             該当事項はありません 

        

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監査役の監査報告書 謄本 
 

 

監 査 報 告 書 
 

2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの第 88 期事業年度の取締役の職務の執行に 
関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 
1. 監査の方法及びその内容 

私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると 
ともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について  
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な書類等を閲覧するほか、原則として取締役会の 
都度、工場及び主要工程を監査し、指摘事項の改善状況をフォローするなど、業務及び財産の 
状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を 
図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けました。以上の方法に基づき当該事業年度 
に係る事業報告について検討いたしました。 
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借 

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について  
検討いたしました。 

 
2. 監査の結果 

(1) 事業報告の監査結果 
一 事業報告は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は 
認められません。 

 
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において 
適正に表示しているものと認めます。 

 
2025 年 5 月 14 日 

テイケイ気化器株式会社 

監 査 役  野村 得之  ㊞ 

 

 

以 上 

 


